
 ○ 志 布 志 市 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告 掲 載 要 領  

 
 （ 趣 旨 ）  
第 １ 条  こ の 要 領 は 、志 布 志 市 広 告 掲 載 要 綱（ 平 成 19年 ３ 月 28日 告

示 第 13号 。 以 下 「 広 告 要 綱 」 と い う 。） 第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 の 規 定

に よ り 、市 が 管 理 す る ホ ー ム ペ ー ジ へ の 広 告 を 掲 載 す る こ と に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  
 （ 定 義 ）  
第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
 (1) 市 ホ ー ム ペ ー ジ  志 布 志 市 が 管 理 す る ホ ー ム ペ ー ジ を い う 。 

 (2) 広 告  広 告 主 の 社 名 、団 体 名 等 の 識 別 可 能 な 文 字 又 は 画 像 で

表 示 さ れ た 情 報 で 、広 告 主 の 指 定 す る ホ ー ム ペ ー ジ に リ ン ク す

る も の （ 以 下 「 バ ナ ー 広 告 」 と い う 。） や 、 リ ン ク 機 能 を 有 し

な い も の （ 以 下 「 表 示 広 告 」 と い う 。） を い う 。  
 (3)  リ ン ク 先 ペ ー ジ  バ ナ ー 広 告 の リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ を い

う 。  

 （ 広 告 及 び リ ン ク 先 ペ ー ジ の 基 準 ）  
第 ３ 条  広 告 は 、文 字 又 は 画 像 に よ る 情 報 並 び に リ ン ク 先 ペ ー ジ が 、

広 告 要 綱 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ た 基 準（ 志 布 志 市 広 告 掲

載 基 準 。 以 下 「 掲 載 基 準 」 と い う 。） を 遵 守 し た も の で な け れ ば

な ら な い 。  
２  リ ン ク 先 ペ ー ジ は 、次 の 各 号 の い ず れ か に も 該 当 し な い も の と

す る 。  
 (1)  リ ン ク 先 ペ ー ジ か ら リ ン ク す る ホ ー ム ペ ー ジ が 掲 載 基 準 を

遵 守 し て い な い も の 。  

 (2)  ウ イ ル ス 感 染 及 び 不 正 ア ク セ ス 等 を 防 止 す る た め の 措 置 が

不 十 分 な も の 。  

 (3) 閲 覧 者 の 意 思 に 反 し た 動 き を し た り 、誤 解 を 与 え た り す る 恐

れ が あ る も の 。  

 （ 広 告 の 規 格 等 ）  
第 ４ 条  広 告 の 掲 載 方 法 及 び 規 格 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 。 た だ し 、

市 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  
 (1) 掲 載 位 置  市 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の 市 が 指 定 す る 位 置 。  

 (2) 大 き さ  縦 横 比 １ ： ３ 。 た だ し 、 最 大 縦 70ピ ク セ ル 、 横 210

ピ ク セ ル と す る 。  

 (3) 形 式  Ｐ Ｎ Ｇ ま た は Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ の 静 止 画 像  

 (4) 容 量  20キ ロ バ イ ト 以 下  



 (5) 最 大 枠 数  12枠  

（ 6） 掲 載 数  広 告 主 １ 者 に つ き 最 大 ３ 枠  

 （ 広 告 の 掲 載 期 間 ）  
第 ５ 条  広 告 を 掲 載 す る 期 間 は 、月 を 単 位 と し 、12ヶ 月 を 越 え な い

期 間 と す る 。た だ し 、市 長 が 認 め る と き は 、掲 載 期 間 を 指 定 す る

こ と が で き る 。  
 （ 広 告 募 集 の 方 法 ）  
第 ６ 条  広 告 掲 載 希 望 者 の 募 集 は 、市 報 し ぶ し 及 び 市 ホ ー ム ペ ー ジ

等 に よ り 公 募 す る も の と し 、広 告 枠 に 空 き が 生 じ た と き は 、随 時

募 集 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。ま た 、市 長 は 公 募 に 当 た り

広 告 提 供 者 と な り 得 る 者 に 対 し 、広 告 掲 載 の 案 内 を す る こ と が で

き る も の と す る 。  

 （ 広 告 の 掲 載 料 金 ）  
第 ７ 条  広 告 の 掲 載 料 金（ １ 枠 当 た り ）を 継 続 掲 載 期 間 毎 に 、次 の

各 号 に 定 め る 。  
 (1) ３ ヶ 月 未 満 の 掲 載 は 、 １ 月 当 た り 15,000円 と す る 。  

 (2) ３ ヶ 月 以 上 ６ ヶ 月 未 満 の 掲 載 は 、１ 月 当 た り 13,500円 と す る 。 

 (3) ６ ヶ 月 以 上 の 掲 載 は 、 １ 月 当 た り 12,000円 と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 の 申 込 み ）  
第 ８ 条  広 告 掲 載 希 望 者 は 、そ の 責 任 及 び 負 担 で 作 成 さ れ た 広 告 を 、

広 告 要 領 様 式 第 １ 号（ 広 告 掲 載 申 請 書 ）に 添 え て 市 長 に 申 請 し な

け れ ば な ら な い 。ま た 、広 告 内 容（ デ ザ イ ン や リ ン ク 先 等 ）の 変

更 を し よ う と す る 場 合 は 、 改 め て 申 請 を 行 う も の と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 の 取 り 下 げ ）  
第 ９ 条  広 告 主 は 自 ら の 都 合 に よ り 、市 ホ ー ム ペ ー ジ の 広 告 掲 載 を

取 り 下 げ る と き は 、取 り 下 げ 希 望 日 の １ 週 間 前 ま で に 、書 面 に よ

り 市 長 に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  
 （ そ の 他 ）  
第 10条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、市 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告 掲 載 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  
   附  則  
 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 要 領 は 、 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  
 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 17日 か ら 施 行 す る 。  


